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個人情報保護制度の見直しに伴う個人情報保護条例等の廃止について 

 

 

１ 個人情報保護制度見直しの概要 

  

 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が求められる

中、国際的な制度調和と我が国の成長戦略への整合を図ることを目的に、令和 3 年 5 月に公

布されました、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和 3年法

律第 37号）」により、「個人情報の保護に関する法律」が改正されます。 

それにより、令和 5 年 4 月 1 日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、条例から

法律に基づく運用に移行し、全国的な共通ルールを法律で規定するとともに国がガイドライ

ン等を示すことにより、地方公共団体の的確な運用を確保するものです。 
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２ 改正個人情報保護法へ移行に伴う主な変更点 

 

（１）個人情報の定義 

  現行条例では、個人情報の定義が「個人に関する情報」であり、死者に関する情報も含

まれていましたが、改正法では「生存する個人に関する情報」とされ、死者に関する情報

は除外されます。 

 

（２）実施機関 

  改正法では実施機関から議会は除かれます。 

  【改正法に定める実施機関：地方公共団体の機関（議会を除く）】 

 

（３）個人情報ファイル簿の作成・公表 

  改正法では、千人以上の個人情報が含まれる場合に個人情報ファイル簿の作成・公表を

行うこととなります。 
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（４）開示決定等の期限 

  現行条例では、請求書が提出された日から起算して 14日以内に開示決定することとなっ

ておりますが、改正法では 30日以内と規定しています。 

  なお、期限の延長については、改正法では 30日、現行条例では 46日以内となっており、

どちらも最長で 60日以内となります。 
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〇新個人情報保護法における決定期限
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（５）匿名加工情報の提供制度の導入 

  匿名加工情報の提供制度（定期的な提案募集）について、国と同じ規律が適用されます。

ただし、経過措置として当分の間、都道府県及び指定都市について適用することとし、他

の地方公共団体は任意で提案募集を実施することが可能とされています。 

  本町では、本制度の導入にあたっては、近隣自治体の動向等を注視したうえで検討を行

っていくこととし、現時点での導入は行わないこととします。 

 

   ※匿名加工情報～特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元でき

ないようにした情報のことをいいます。 

 

 

３ 美幌町情報公開・個人情報保護審査会の役割 

 

  審査会の役割に大きな変更はありません。 

  しかし、個人情報の取得・利用・提供などについて、条例に定めるもののほか、審査会に

意見を聞いて公益上特に必要と認められるものは対応できることになっておりましたが、

このことは、個別の事案の法に照らした適否の判断を各自治体が行うこととなるため、改

正法の規律と解釈が個人情報保護委員会（国）に一元化された改正法の趣旨に反するとさ

れております。そのため、個人情報の取得・利用・提供などについて猜疑が生じた場合に

ついては、個人情報保護委員会に必要に応じて助言を得た上で、町が適切に判断を行うこ

ととなります。 

14


